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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成29年9月28日(2017.9.28)

【公表番号】特表2016-533935(P2016-533935A)
【公表日】平成28年11月4日(2016.11.4)
【年通号数】公開・登録公報2016-062
【出願番号】特願2016-515371(P2016-515371)
【国際特許分類】
   Ｂ６０Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   9/02     (2006.01)
   Ｄ０２Ｇ   3/26     (2006.01)
   Ｄ０２Ｇ   3/48     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６０Ｃ   13/00     　　　Ｇ
   Ｂ６０Ｃ    9/00     　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ    9/02     　　　Ｂ
   Ｂ６０Ｃ   13/00     　　　Ｆ
   Ｄ０２Ｇ    3/26     　　　　
   Ｄ０２Ｇ    3/48     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月17日(2017.8.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤ（１０）であって、
　トレッド（２０）が載置されたクラウン（１２）と、２つのサイドウォール（２２）と
、２つのビード（２４）とを備え、前記サイドウォール（２２）の各々は、前記ビード（
２４）の各々を前記クラウン（１２）に接続し、前記タイヤ（１０）は、
　前記ビード（２４）の各々の中に固定され、前記ビード（２４）の各々から前記サイド
ウォール（２２）の各々を通って延び、テキスタイル繊維状カーカス補強要素（３６）を
含むカーカス補強体（３２）であって、前記テキスタイル繊維状カーカス補強要素（３６
）の各々が、１メートル当たりの回数で表される撚りＲ１で一方が他方の周りに螺旋状に
巻かれた少なくとも２本のカーカス・マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線を含む、
カーカス補強体（３２）と、
　テキスタイル繊維状サイドウォール補強材補強要素（２９）を含むサイドウォール補強
用補強体（２５）であって、前記テキスタイル繊維状サイドウォール補強材補強要素（２
９）の各々が、１メートル当たりの回数で表される撚りＲ２で一方が他方の周りに螺旋状
に巻かれた少なくとも２本のサイドウォール補強材マルチフィラメント・テキスタイル諸
撚線を含む、サイドウォール補強用補強体（２５）と、をさらに備え、
　前記タイヤ（１０）において、Ｒ＝ｍａｘ（Ｋ１，ｉ）／ｍｉｎ（Ｋ２，ｊ）＞１であ
り、ここで
　Ｋ１，ｉは、Ｋ１，ｉ＝Ｒ１・［Ｔ１，ｉ／（１０００・ｄ１，ｉ）］1/2で定義され
る各テキスタイル繊維状カーカス補強要素（３６）のｉ本のカーカス・マルチフィラメン
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ト・テキスタイル諸撚線の各々の撚り係数であり、式中、テックスで表されるＴ１，ｉは
、ｉ本のカーカス・マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線の各々の番手であり、ｄ１
，ｉは、ｉ本のカーカス・マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線の各々が作られた材
料の密度であり、
　前記カーカス・マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線の各々の撚り係数Ｋ１，ｉは
、１００から１５５までにわたる値の範囲内に含まれ、
　Ｋ２，ｊは、Ｋ２，ｊ＝Ｒ２・［Ｔ２，ｊ／（１０００・ｄ２，ｊ）］1/2で定義され
る各テキスタイル繊維状サイドウォール補強材補強要素（２９）のｊ本のサイドウォール
補強材マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線の各々の撚り係数であり、式中、テック
スで表されるＴ２，ｊは、ｊ本のサイドウォール補強材マルチフィラメント・テキスタイ
ル諸撚線の各々の番手であり、ｄ２，ｊは、ｊ本のサイドウォール補強材マルチフィラメ
ント・テキスタイル諸撚線の各々が作られた材料の密度であり、
　前記サイドウォール補強材マルチフィラメント・テキスタイル諸撚線の各々の撚り係数
Ｋ２，ｊは、８０から１５０までにわたる値の範囲内に含まれる、
　ことを特徴とするタイヤ（１０）。
【請求項２】
　Ｒ≧１．０５であることを特徴とする、
　請求項１に記載のタイヤ（１０）。
【請求項３】
　Ｒ≦２であることを特徴とする、
　請求項１または２に記載のタイヤ（１０）。
【請求項４】
　前記撚り係数Ｋ１，ｉは、１２５から１５５までにわたる値の範囲内に含まれることを
特徴とする、請求項１ないし３のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項５】
　前記撚り係数Ｋ２，ｊは、９０から１０５までにわたる値の範囲内に含まれることを特
徴とする、請求項１ないし４のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項６】
　前記比Ｒ’＝Ｆｍ１／Ｆｍ２（式中、Ｆｍ１は、カーカス補強体の破断時力であり、Ｆ
ｍ２はサイドウォール補強用補強体の破断時力である）は１未満であることを特徴とする
、請求項１ないし５のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項７】
　前記比Ｒ’＝Ｆｍ１／Ｆｍ２（式中、Ｆｍ１は、カーカス補強体の破断時力であり、Ｆ
ｍ２はサイドウォール補強用補強体の破断時力である）は０．４以上、好ましくは０．５
以上であることを特徴とする、請求項１ないし６のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）
。
【請求項８】
　前記カーカス補強体（３２）が、軸方向に不連続であり、前記不連続部が、軸方向に少
なくとも一部はクラウン（１２）の下に延びることを特徴とする、
　請求項１ないし７のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項９】
　カーカス補強体（３２）が、単一のカーカス・プライ（３４）を含むことを特徴とする
、
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項１０】
　サイドウォール補強用補強体（２５）が、単一のサイドウォール補強プライ（２７）を
含むことを特徴とする、
　請求項１ないし９のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項１１】
　カーカス補強体（３２）が、前記ビード（２４）の環状構造体（２６）の周りで折り返
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されて、主ストランド（３８）と折返し部（４０）とを形成するようにされることによっ
て、ビード（２４）の各々の中に固定されることを特徴とする、
　請求項１ないし１０のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項１２】
　前記カーカス補強体（３２）と前記トレッド（２０）との間に半径方向に挟まれたクラ
ウン補強体（１４）を備えることを特徴とする、
　請求項１ないし１１のいずれか１項に記載のタイヤ（１０）。
【請求項１３】
　前記クラウン補強体（１４）が少なくとも１つのクラウン・プライ（１６、１８、１９
）を含んでおり、前記サイドウォール補強用補強体（２５）の半径方向外端（３５）が、
前記サイドウォール補強用補強体（２５）に半径方向で隣接する前記クラウン・プライ（
１８）の軸方向外端（３７）の軸方向で内側にあることを特徴とする、
　請求項１２に記載のタイヤ（１０）。
【請求項１４】
　前記サイドウォール補強用補強体（２５）の前記半径方向外端（３５）と、前記サイド
ウォール補強用補強体（２５）に半径方向で隣接する前記クラウン・プライ（１８）の前
記軸方向外端（３７）との間の軸方向距離（Ｄ２）が、１０ｍｍ以上であることを特徴と
する、
　請求項１３に記載のタイヤ（１０）。
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